
衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
で
取
り
組
む
保
育
・
介
護
人
材
の
確
保
の
効
果
と
実
現

可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
か
ら
五
ま
で
、
七
か
ら
十
一
ま
で
、
十
三
か
ら
十
七
ま
で
及
び
十
九
か
ら
二
十
一
ま
で
に
つ
い
て

保
育
士
、
介
護
職
員
及
び
障
害
福
祉
職
員
の
処
遇
改
善
の
具
体
的
内
容
及
び
必
要
な
財
源
に
つ
い
て
は
、
第
七
回
一
億
総

活
躍
国
民
会
議
に
お
け
る
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
等
を
踏
ま
え
て
平
成
二
十
八
年
五
月
中
に
政
府
と
し
て
策
定
す
る

「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
を
踏
ま
え
て
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ

い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
保
育
士
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
女
性
で
あ
る
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
不
適
切
な
も
の
と
は

考
え
て
い
な
い
。

六
及
び
十
八
に
つ
い
て

保
育
士
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
て
、
平
成
二
十
七

年
度
当
初
予
算
と
比
較
し
て
予
算
積
算
上
の
保
育
士
一
人
当
た
り
の
給
与
を
年
額
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
改
善
し
た
と
こ



ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
当
該
改
善
の
実
施
に
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て
い
る
。
介
護
職
員
の
処

遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
一
人
当
た
り
月
額
一
万
二
千
円
相
当
の
処
遇
改
善
加

算
の
拡
充
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
当
該
改
善
の
実
施
に
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て

い
る
。

十
二
に
つ
い
て

介
護
職
員
の
賃
金
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
の
具
体
的
な
引
上
げ
額
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。


